
認
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官
径
命
．
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一
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内
閣
総
理
大
臣
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丘
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険一 一－．
も 皇

’

1 幸
ロ世

宮

一
茂
木
国
務
大
臣
一

’■壷
牛

最
高
裁
判
所
判
事
に
任
命
す
る

口
■

口

高
等
裁
判
所
長
官

林

道

P晴
’

1

’
河
野
国
務
大
臣

石

井
国
務
大
臣

踵

山
本
国
務
大
臣
盆

句

産

石
田
国
務
大
臣

鍵

一
麻
生
国
務
大
臣

４

根
本
国
務
大
臣
鯛
窄
仏
巴

Ｐ

宮
腰

国
務
大
臣
塾

内
閣
人
第
画
一
号

起案

令
和
元
年
八
月
一
日

裁
可

令
和
年
月
日
Ｌ
剣

令
和
年
月

日

上
奏

令
和

年
月
・
日
施
行

令
和

年
月
日

決
定

令
和
淀
年
繊
月
二
日
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》

~司 ’裁 判 所
一一画 . －コ

| ’ | '’ 〃

1
〃 年 出

生
地

本
籍

〃 〃 〃 〃 〃 現
住
所’’

■

｛
ハ
ー
ー

『-

′、 五
七

五
四

五
五

膣○
’

〃 〃 一

月四 九 八 ○四 四
一
一
一

－

日
■

■

１

門

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅲ

１

１

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

②

屯

弔

二
八

〃一

七

一
一
一
一

一
一
一 八一

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
民
事
局
付
を
免
ず
る

東
京
大
学
法
学
部
卒
業

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

判
事
補
に
任
命
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
民
事
局
付
を
命
ず
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

事

１
１
１’

■

■■■■■■■■■■■■■■■■■

１
１

出
生
の

年
月
日

氏
名

旧
氏
名I

ロ

酌

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅲ

旧

旧

旧

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

旧

旧

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

1’
’

は
や
し
林昭

和
三
十
二
年
八
月
三
十
一
日

８
１

法
務
省

最
高
裁
判
所

内
閣

最
高
裁
判
所

最
高
裁
判
所

司
法
試
験
管
理
委
員
会

〃 〃

｜
I 道老

’ 晴臺1
|’

pd

名



裁 判 所

″

一
一

〃 〃 平
成

元

〃 〃 〃 〃 〃 昭
和
六
二

年
号

四

〃 〃

四

〃

七 五

〃 〃

四
月

一

〃 〃

一

〃

一

一

一

五

〃 〃

一 日

兼
ね
て
札
幌
家
庭
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

札
幌
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

札
幌
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

よ
り
判
事
の
職
務
を
行
わ
し
む
る
者
に
指
名
す
る

判
事
補
の
職
権
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
の
規
定
に

兼
ね
て
札
幌
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

札
幌
家
庭
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

判
事
補
兼
簡
易
裁
判
所
判
事
に
任
命
す
る

年
金
局
企
業
年
金
課
課
長
補
佐
の
併
任
を
解
除
す
る

年
金
局
企
業
年
金
課
主
査
の
併
任
を
解
除
す
る

年
金
局
企
業
年
金
課
課
長
補
佐
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

年
金
局
企
画
課
に
併
任
す
る

厚
生
事
務
官
（
年
金
局
企
業
年
金
課
主
査
）
に
併
任
す
る

検
事
二
級
（
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
任
命
す
る

事
項

〃 最
高
裁
判
所

内

閣

〃 〃

厚
生
省

法
務
省

〃

厚
生
省

法
務
省

庁

名

2丁

林
道
晴



ユ

〒

裁 判 所

〃

一
一

〃

九

〃

八

〃 〃

七

〃 〃

五

〃 〃 平
成
四

年
号

七 八 八

一
一
八 八 七

〃 〃

四
月

一

一

七 一 二

一

七

一

七

一

五

〃 一
一
一
一

一
日

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
付
を
命
ず
る

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
民
事
局
第
三
課
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
民
事
局
第
一
課
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
民
事
局
第
二
課
長
を
免
じ

法
制
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
民
事
局
第
二
課
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
民
事
局
参
事
官
を
免
じ

最
高
裁
判
所
民
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
幹
事
に
任
命
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
民
事
局
参
事
官
を
命
ず
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

判
事
に
任
命
す
る

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

事
項

最
高
裁
判
所

1

法
務
省

〃 最
高
裁
判
所

〃

法
務
省

〃 最
高
裁
判
所

内
閣

最
高
裁
判
所

庁
名

3丁

林
道
晴



、

穴

I

裁 判 所

〃 ． 〃 〃 〃 〃

一

四

〃

一

一
一
一

〃 〃 平
成
一
一

年
号

〃

八

〃 〃

四
一

〃 〃

八
月

一
一
ハ

一

〃 一
一
一
一

一
一
一

一

五

一

七 九
一
一
一

日

最
高
裁
判
所
民
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
幹
事
を
免
ず
る

東
京
高
等
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
付
の
兼
務
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
民
事
局
第
三
課
長
の
兼
務
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
民
事
局
第
一
課
長
を
免
ず
る

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
付
を
命
ず
る

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
民
事
局
第
三
課
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
民
事
局
第
一
課
長
を
命
ず
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

判
事
に
任
命
す
る

裁
判
所
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
判
事
任
期
終
了

ｆ

法
制
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
幹
事
に
任
命
す
る

最
高
裁
判
所
家
庭
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
幹
事
に
任
命
す
る

事

項

〃 〃 最
高
裁
判
所

内
閣

〃

法
務
省

〃 最
高
裁
判
所
庁
名

4丁

林
道
晴



9
－

宇

裁 判 所

〃 〃 〃 〃 〃 〃

一

七

〃

一

一
ハ

〃

一

五

〃 〃 平
成
一
四

年
号

一
一

〃
一

○ 八
一
一
一

一 一 八

一
一
一

一

○ 九
月

八
一
八

一

一
一

一
一
一
一
一 一

一

五

一

一

○ 八

一

七
日

中
央
教
育
審
議
会
専
門
委
員
（
大
学
分
科
会
）
に
任
命
す
る

司
法
修
習
委
員
会
幹
事
に
任
命
す
る

司
法
研
修
所
事
務
局
長
を
命
ず
る

司
法
研
修
所
教
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

員
会
考
査
委
員
を
委
嘱
す
る

第
五
十
八
期
司
法
修
習
生
考
試
に
つ
き
司
法
修
習
生
考
試
委

司
法
研
修
所
教
官
に
充
て
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
の
指
名
を
解
く

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

最
高
裁
判
所
家
庭
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
幹
事
を
免
ず
る

法
制
審
議
会
幹
事
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
幹
事
を
免
ず
る

事
項

文
部
科
学
省

〃 、〃
・
″ 〃 〃 〃 ﾉノ 最

高
裁
判
所

法
務
省

最
高
裁
判
所
庁
名

5丁

林
道
晴



裁 判 所

平
成
年〃 〃〃 〃〃

一
一
一

一
一
一
一 号

〃 〃

八七

一
一
一

一
一
一○七

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
行
政
局
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
民
事
局
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
民
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
に
任
命
す
る

司
法
研
修
所
事
務
局
長
を
免
ず
る

部
会
）

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
経
理
局
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
行
政
局
長
の
兼
務
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
民
事
局
長
を
免
ず
る

法
制
審
議
会
臨
時
委
員
に
任
命
す
る
（
国
際
裁
判
管
轄
法
制

願
い
に
よ
り
中
央
教
育
審
議
会
専
門
委
員
を
免
ず
る

司
法
修
習
委
員
会
幹
事
を
免
ず
る

事

項

最
高
裁
判
所

法
務
省

文
部
科
学
省

最
高
裁
判
所

〃 〃

庁
林

道
晴

名



同 裁 判 所

’
〃

| 〃 〃 ’ 平
成
年〃 〃 〃 〃 ﾉノ

一

一

五

一

一

四

一
一
一
一 号

守
卜

〃 〃 〃 〃

月四 七三 四 七

九

一

九

一
一
一
一

一
一
一
一

〃 ’
一

一

一

’
一
一

一
一
ハ

日七五

’
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
経
理
局
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
図
書
館
委
員
会
委
員
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
経
理
局
長
を
免
ず
る

静
岡
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

静
岡
地
方
裁
判
所
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
図
書
館
委
員
会
委
員
を
免
ず
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

裁
判
所
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
判
事
任
期
終
了

判
事
に
任
命
す
る

期
終
了

最
高
裁
判
所
図
書
館
委
員
会
委
員
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
民
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
を
免
ず
る

法
制
審
議
会
臨
時
委
員
を
免
ず
る

事
■
０
１
６
Ⅱ
Ⅱ
１
１

１
１

●

項

最
高
裁
判
所

内最
高
裁
判
所

最
高
裁
判
所

最
高
裁
判
所‐

法
務
省

最
高
裁
判
所

〃 ﾉノ

庁 －

l I
l
l

林
曲

閣

道

｜
’

名
晴’



裁 判 所

〃

″
．

ﾉノ 〃 〃

○

ノノ

八

〃 〃 〃 平
成
二
六

年
号

一
一

〃 〃 〃

一

一
一

〃 〃
一

■■■■■■■■■■■ 九
月

一

〃 〃 〃

九

一

四

一

四

〃 一
一

一
一
一

日

法
制
審
議
会
委
員
に
任
命
す
る

最
高
裁
判
所
図
書
館
委
員
会
委
員
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
判
例
委
員
会
幹
事
を
免
ず
る

東
京
高
等
裁
判
所
長
官
に
補
す
る

高
等
裁
判
所
長
官
に
任
命
す
る

最
高
裁
判
所
図
書
館
委
員
会
委
員
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
図
書
館
委
員
会
委
員
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
判
例
委
員
会
幹
事
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
首
席
調
査
官
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
裁
判
所
調
査
官
に
充
て
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
の
指
名
を
解
く

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

東
京
高
等
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

事

項

法
務
省

〃 〃 最
高
裁
判
所

内
閣

ﾉノ 〃 〃 〃 最
高
裁
判
所

庁
名

8丁

林
道
晴


